
 

1

会社法研究会資料  

 

株主 表訴訟 関す 検討 

 

第  株主 資料 集 

  株主 責任追及等 訴え 要否 断や当該責任追及等 訴え 係 訴訟

株主 表訴訟 いう。 め 株主 行う資料 集 関し，会社法

規律 見直し 要否 い ， う 考え 。 

 

   補足 明  

    株主 表訴訟 い 証拠 資料 多 会社 保 い

原告 あ 株主 会社法 び民 訴訟法 規定さ 方法や 方法 活用

資料 責任原因 実 具体的 容 主張立証 い 求 い

類型 頁 。証拠 偏在 問 原告 あ 株主 適 訴訟活動

び裁 所 訴訟指揮 通 解消さ 期待さ 類型 頁参照

前提 株主 必要 資料 適 手段 え い

いう い 検討 要 。 

    提訴理 通知 

     会社法 株主 株主 表訴訟 遂行 必要 訴訟資料

容易 相澤会社法 頁 提訴理 通知制 設 提訴請求

株主 請求 場合 会社 当 提訴請求 株主 対 責任

無又 義 無 い 断 理 当 断 基礎 資料 含

会社 行 調査 容等 通知 い い 会社法第

条第 項 会社法施行規則第 条 。 断 基礎 資料 会社 調

査 資料 全 意味 い 解さ い 相澤省 頁

う 資料 断 基礎 資料 当 必 明

い。 資料 資料 容 資料 標目 あ 解さ

い 相澤省 頁 頁 。 

     提訴理 通知制 対 提訴理 通知 通 社 充実 調査

行わ 結果 訴訟 審理 映さ 期待さ いう指摘 あ

江頭 提訴 頁 。 方 提訴理 通知 簡素 形式的 容 懸

念 あ いう指摘や 提訴理 通知 情報 記載 い 実

的 断 迷う いう指摘 あ 橋均 頁 。 

    祥 第 者委員会等 調査 び情報開示 

     場会社 い 祥 発生 場合 第 者委員会等 調査 行わ

結果 公表さ 少 い 場会社 株主 第 者

委員会 報告書等 必要 情報 可能 場合 あ 。日本弁護
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士連合会 定 企業等 祥 第 者委員会 ン 日弁

連 ン いう。 第 者委員会 テ ク 対 明責

任 果 目的 設置さ あ 日弁連 ン第 部第

第 者委員会 調査 明 実 評価 企業等 現在 経営

利 場合 あ 調査報告書 記載 ン第 部第

定 い 。 

     実 第 者委員会等 調査 び報告書等 適 さ い 疑義

あ 場合 あ う あ 。例え 第 者委員会報告書格付 委員会 日弁連

ン作 携 ン 等 構 さ 委員会 あ 第 者委員会等

調査報告書 格付 調査 規 第 者委員会 び

報告書 対 社会的信用 目的 い 。第 者委員会報告書格

付 委員会 参照 行 い 第 者委員会 報告書 格付 い

格付 対象 九 第 者委員会 報告書 う

報告書 い 又 複数 委員 容 著 劣 評価

い報告書 評価さ い 細 い 第 者委員会報告書格付 委員会

参照 。 場会社 祥 対応 中 原因究明

十 あ ケ 調査体制 十 客観性や中立性 備わ い いケ 情

報開示 迅 的確 行わ い いケ 見 いう指摘 あ

引所 頁 。 

     う 状況 踏 え 日本 引所自主規制法人

日付 祥 直面 場会社 強 期待さ 対応や行動 原則

場会社 祥 対応 ン ン

いう。 公表 い 。 ン 実認定 確実 行い根本的 原因

解明 う ン 情報開示 必要 迅 的確

行い透明性 確保 ン 定 い

ン 法 や 引所規則等 異 場会社 一 拘束

い さ い 引所 頁 。 

    会社 資料 任意 開示 い場合 手段 

     会社 資料 任意 開示 い場合 株主 会社法 各種書類 閲覧等

請求権 民 訴訟法 文書提出命 制 法第 条 利用

必要 。 

     会社法 各種書類 閲覧等請求権 い 会計帳簿又

資料 閲覧等請求権 少数株主権 さ 会社法第 条 締

役会議 録 当 い 部 意思決定 資料 稟議書等 い

株主 閲覧等請求権 え い い。 

     民 訴訟法 文書提出命 制 い 株主 株主 表訴訟

訴え 会社 提起 い いう 専 文書 所持者 利用 供

文書 自己利用文書 いう。 法第 条第 号 当性

断 当 考慮さ い 株主 表訴訟 あ いう理 株主 会社
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一視さ い 解釈さ 最決 日民

巻 号 頁。笠 審理 頁 参照。 例え 金融機 貸出稟議

書 い 自己利用文書 文書提出義 認 ほ あ

得 い 指摘 あ 山本ほ 頁 頁 伊藤尚 。 頓挫

Ｍ Ｏ 検討資料 作 さ 資料等 自己利用文書 当 い 文

書提出義 認 裁 例 あ 神戸地決 日金 号

頁 。 当 裁 例 い 表 締役 Ｍ Ｏ 会社 意

思形 過程 適 入行 調査報告書等 公表 明 さ い

う特殊 情 あ あ 射程 限定的 捉え あ いう指摘

あ 頁 。  

     会計帳簿 計算書類 び 付属明細書 い 会社法 提出命

会社法第 条 第 条 訴訟 当 者 い者 対 発

い 訴訟 当 者 い会社 対 当 提出命 発

い。 

    会社法 規 見直 要否 

     株主 表訴訟 い 株主 証拠 相当 困 想さ

いう指摘 あ 中数 頁脚注 。 強力 証拠 権限

株主 え い 濫用さ 危険性 い 懸念 あ 得 。

当 権限 行使 う 裁 所 断さ い 紛 長

期 さ 可能性 あ 懸念 あ 得 。 会社法 規 見直

要否 い 慎 検討 必要 あ 第 回議 要 頁参照 。 

     あ 得 検討 項 例え 提訴理 通知 記載 項 見直 責任

又 義 無 断 資料 標目 広 提訴理 通知 記載 項 含

明確 考え得 。 

     株主 証拠 権限 会計帳簿閲覧等請求権

法第 条第 項 や業 び 産 状況 調査 検査役選任申立

権 法第 条第 項 単独株主権 権利行使 段階 裁 所

当 権利行使 う 審査 制 締役 責任 会社

所持 文書 い 裁 所 当 者 申立 又 職権 会社 対

提出 命 う 提案さ い 会社法制定

前 あ 中島 頁 岩原 頁 表訴訟研究会改 法案 頁。

会社法制定 嶋 頁 頁 参照。。 

 

第  補助参加 

  会社補償 議論等を踏まえ，補助参加 関す 会社法 規律 在 方 い ，

う 考え 。 

 

   補足 明  

    会社法制定前 い 会社 被告 補 参加 う 場合 補 参加
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利益 民 訴訟法第 条 必要 さ い 会社法 会社 当 者 一

方 補 訴訟 参加 定 会社法第 条第 項

会社 補 参加 利益 必要 被告側 補 参加 さ

相澤一問一答 頁 。 補 参加 利益 会社法制定 必要 あ

いう見解 あ 例え 笠 参加 頁等 。監査役設置会社 監査等委員会

設置会社又 指 委員会等設置会社 被告 あ 締役 監査等委員 び監査委員

。 等 側 補 参加 場合 各監査役 各監査等委員又 各監査委員

意 得 い 条第 項 。 

    会社 被告 補 参加 被告 防御 必要 訴訟活動 会社 自

費用 行う いう側面 あ 意味 い 被告 訴訟活動 要 費用

会社 補償 会社補償 実質的 大 変わ い いう評価 可能 あ 。

会社 被告 補 参加 許容さ 場合 訟費用 い 会

社補償 許容さ 場合 整合性 い 検討 必要 あ いう指摘 あ

第 回議 要 頁。 補 参加 問 会社補償一般 問 統一的 解決

示唆 指摘 神 ほ 頁 神 発言 あ 。。 両

者 手続要件 び実体要件 概略 あ 。 

 

※  手続要件 実体要件 

被告 あ 締役 監査等委員

び監査委員 。 側

補 参加 

利益相 引 締役会決議

会社法第 条第 項等 ※

 

各監査役等 意 会社法第

条第 項  

 

訟費用 い 締役

会社補償 ※  

利益相 観 締役会決議

※  

社外 締役 過半数 占 任意

委員会 意又 社外 締役全員

意 

補償契約 締結 

悪意又 過失 い 。 

※ 締役会設置会社 あ 監査役設置会社 監査等委員会設置会社又 指 委員会等設置会社 前提

い 。 

※ 会社法 頁 浜 発言 等参照。 常 必要 い 異論 あ 得 会

社法 頁 江頭発言 参照 。 

※ 在 方研究会指針 い 一例 示さ 在 方研究会指針 頁 記載 い 。 

※ 補償 等 職 執行 費用 支給 あ 利益相 引 締役会決議 要 あ

考え方 あ 利益相 類似 あ 生 得 懸念 対応 必要 あ 考慮

締役会決議 承認 得 考え 在 方研究会指針 頁脚注 。 
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第  訴訟 和解 

  会社又 株主 責任追及等 訴え け 訴訟 和解 関し，会社法 規

律 見直し 要否 い ， う 考え 。 

     注 和解内容 い 会社 株主 通知又 公告を要求す いう

指摘 あ 。 

     注 訴訟 和解 関し 会社 い 必要 手続 い 解釈 定ま

い い点等 あ 。 

 

   補足 明  

    和解 容 通知又 公告 

     責任追 等 訴え い 訴訟 和解 場合 役員等 責任免

総株主 意 要 さ い 会社法第 条第 項 。 会社

当 訴訟 和解 い 和解 当 者 和解 利害 人 含 。類型

頁 い場合 会社 承認 当 訴訟 和解 い 民 訴

訟法第 条 適用さ 条第 項 当 訴訟 和解 容 会社 拘束

さ い。 会社 当 訴訟 和解 い 和解 当 者 い場

合 裁 所 会社 対 当 訴訟 和解 容 通知 異議

あ 間 異議 述 催告 条第 項

会社 異議 述 当 訴訟 和解 い 承認

さ 条第 項 。 

     訴訟 和解 場合 限 総株主 意 要 い 理 い

訴え 提起時 会社 公告又 通知 会社法第 条第 項 株主

訴訟参加 機会 保 さ 株主 訴訟 参加 和解 立 拒

再審 訴え 救済 あ 得 総株主 意 要

い 問 い 挙 い 太 ほ 頁 頁

参照 。 

     会社法第 条 公告又 通知 原告 あ 株主 外 株主 和

解 容 知 機会 え 裁 所 和解 容 監督 実 期待

い 訴訟 和解 限 総株主 意 要 い い

合理性 い いう指摘 あ 中 ュ 頁 頁参照 。

立法論 和解 容 い 株主 通知又 公告 要求 提唱さ

い 岩原 頁 。 

    訴訟 和解 会社 い 必要 手続 

     監査役設置会社 監査等委員会設置会社 び指 委員会等設置会社

締役 監査等委員 び監査委員 あ 締役 。 記(1) び( )

い 。 責任 追 訴え 訴訟 訴訟 和解 会社

い 必要 手続 い 記(1) び( ) 解釈 定 い い 等

在 。 記(1) び( ) 概略 記 表 あ 。 

    (1) 会社 和解 当 者 会社法第 条第 項 い場合 
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      会社法第 条第 項 基 会社 訴訟 和解 異議 述 場合

当 和解 容 通知 表権 者 異議 述

解さ い 類型 頁 。 締役 責任 追 訴え

訴訟 場合 監査役設置会社 い 監査役 監査等委員会設置会社

い 監査等委員 指 委員会等設置会社 い 監査委員 異議 述

会社法第 条第 項第 号 第 条 第

項第 号 第 条第 項第 号 。監査役設置会社 い 各監査役 異

議 述 解さ い 会社法 頁 江頭

発言 監査等委員会設置会社 び指 委員会等設置会社 い 各監査等委

員 び各監査委員 異議 述 否 い 議論 あ

会社法 頁 頁 参照 。 

    ( ) 会社 和解 当 者 会社法第 条第 項 あ 場合 

       会社 原告 訴訟 和解 場合 

       会社 原告 あ 責任追 等 訴え 訴訟 い 会社 訴訟 和

解 場合 当 訴訟 表 い 者 和解 い 会社 表

解 中 ュ 頁脚注 い 余 異論 見

い。 解釈 従う 締役 対 責任 追 訴え

訴訟 場合 監査役設置会社 い 監査役 監査等委員会設置会社

い 監査等委員会 選定 監査等委員 指 委員会等設置会社 い

監査委員 選定 監査委員 和解 い 会社 表 者

会社法第 条第 項第 号 第 条 第 項第 号 第 条

第 項第 号 いう 場合 訴訟 和解 い

訴訟 表 い い監査役 監査等委員又 監査委員 意 規定

在 い。 

       会社 利害 人又 被告側 補 参加人 訴訟 和解 場合 

       締役 対 責任 追 訴え 訴訟 い 利害 人又 被

告側 補 参加人 訴訟 和解 場合 会社 表者 い

規定 い 表 締役 あ 監査役等 意 必要

あ 見解 大系 巻 頁 松山昇 ＝門口 人 や 監査役等

あ 見解 林＝近藤 頁 中島弘 あ 。 

       補 参加人 訴訟 和解 場合 会社 和解 当 者

会社法第 条第 項 当 裁 所 条第 項 通知 び

催告 必要 あ 見解 あ 浜 ほ 頁 市原義孝 。 
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※  

会社 和解 当 者 会社法第

条第 項 い場合 

会社 和解 当 者 会社法第 条第 項 あ 場合 

 原告 和解 場合 利害 人又 被告側 補 参加人

※ 和解 場合 

監査役設置会社 い 各監査役

異議 述 権限 い

監査等委員会設置会社 び指

委員会等設置会社 い 各監査等

委員 び各監査委員 異議 述

権限 い い 解釈

定 い い。 

訴訟 表権者 監査役等 表

解さ 訴訟 表

い い監査役等 意 い 規

定 在 い。 

表 締役 和解 表

監査役等 意 必要 あ

いう見解や 監査役等 和解

表 いう見解 あ 。 

※ 監査役設置会社 監査等委員会設置会社 び指 委員会等設置会社 締役 監査等委員 び監

査委員 。 対 責任 追 訴え 訴訟 あ 前提 い 。 

※ 被告側 補 参加人 和解 場合 会社 和解 当 者 会社法第 条第 項

当 裁 所 条第 項 定 通知 び催告 必要 あ 見解 あ 。 

 

第  会社 利益 い訴訟 

  会社 利益 す 株主 表訴訟 対し ，立法 措置 必要 あ いう

指摘 あ ，こ う 指摘 い ， う 考え 。ま ，仮 ，立

法 措置 必要 あ いう場合 ， う 措置 考え 。 

     注 会社 利益 す 株主 表訴訟 ，会社法第 条第 項

し書 適用 い ，株主 表訴訟 係 訴え 提起等 会社 利益 す

場合を想定し い 。 

     注 実際 ，立法 措置を必要 す ほ 会社 利益 す 株主

表訴訟 在し い いう指摘 あ 。 

 

補足 明  

    立法 措置 必要性 い  

    (1) 会社 締役 責任 追 怠 可能性 あ 会社法 個々

株主 株主 表訴訟 訴え 提起 権利 認 い 会社法第

条 。 株主 自 又 第 者 利益 目的や株式会社 害

目的 あ 場合や 株主 う 目的 勝訴時 最終的

締役 回 勝訴確率 会社 最終的 担

経営者 影響 経営 萎縮効果 等 総合 案 株主 表訴訟

訴え 提起 び株主 表訴訟 属 会社 利益 いう 場合

あ 藤 頁参照 。 

      会社法 場合 当 株主 表訴訟 い 制限 い
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会社法第 条第 項 書 場合 当 株主 表訴訟

い 特段制限 う 組 用意 い い 藤 頁参照 。

場合 当 株主 表訴訟 い 制限 方策 検討

必要性 指摘 見解 あ 藤 頁 頁 加藤 頁 頁

在 方研究会指針 頁脚注 。 

      方 立法 新 株主 表訴訟 制限 い 会社 利

益 株主 表訴訟 現実 問 数少 い濫用的 訴訟

意識 あ 多 常 株主 表訴訟 訴え 提起 妨

う い いう指摘 橋陽一 頁。前 頁 参照。 あ 。

国 い 社外 締役 少 い 株式 持合いや安定株主等

資本市場 規 付 弱い 機 投資家 活動 さほ 活発

い Ｓ 比較 証券 引等監視委員会 権限 弱い ク

ク ョン制 在 い 比較 株主 表訴訟 外

手段 規 付 組 弱い 適 ポ ン

実現 当 株主 表訴訟 期待さ 役割 相対的 大 い いう指摘 あ

橋陽一 頁 頁 。 

   ( 2 )  降 全国 地方裁 所 株主 表訴訟 新 件数 び既済件

数 参考資料 あ 全国 地

方裁 所 既済 株主 表訴訟 終局区 状況 い 福 頁 。

株主 表訴訟 傾向 株主 表訴訟 規模閉鎖会社 親

族間 紛 等 端 発 訴え 提起さ 大規模会社 祥 等 連

訴え 提起さ 大 さ 規模閉鎖会社 株主 表訴

訟 会社 支配権等 巡 対立等 者 全 問 い

引や手続 備等 問 訴え 提起さ あ

属 株主 表訴訟 う 部 占 い 大規模会社

株主 表訴訟 会計処理や独占禁 法 行 贈賄等 発覚 契機

訴え 提起さ ほ 政治献金等 対 会社 姿勢 問う市民運動 一

環 訴え 提起さ 多い 指摘さ い 当

時 あ 福 頁 。 い 株主 表訴訟 中

会社 利益 株主 表訴訟 程 割合 在 い 検証

容易 い。 

      株主 表訴訟 訴え 提起 必 株価 昇 さ

い いう研究結果 福 West あ 踏 え 研究 い

株主 表訴訟 在 締役 規 付 効果 法抑 効果 等 無

視さ い 指摘 株主 表訴訟 中 締役 規 付 効果

案 期 終結 少 含 い 可能性 否定

い 見解 あ 藤 頁脚注 。 

      機 投資家 対 実施さ ンケ 調査 い 株主 表訴

訟 経営 緊張 会社 株主 利益 いう回答 割 超
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え 結果 東大 頁 方 企業 び機 投資家 対

実施さ ンケ 調査 い 企業 機 投資家 株主 表訴訟

否定的 評価 挙 理 理 い訴訟 役員や会社

担 いう見解 賛 多い いう結果 宮島ほ

頁 踏 え 結果 国 株主 表訴訟 会社経営者

規 手段 視 方 国 原告株主 利益 会社

利益 乖 対応 十 あ 会社 利益 い株主

表訴訟 訴え 提起さ 可能性 い いう構造的問 在 い

示 い 評価 見解 あ 加藤 頁 。 

   ( 3 )  第 回国会 提出さ 会社法案 責任追 等 訴え 当

株式会社 当 利益 著 害さ 当 株式会社 過大 費用

担 準 態 生 相当 確実さ

測さ 場合 株主 提訴請求 い いう規定 設

修 前 第 回国会提出会社法案 条第 項第 号 会社 利益

株主 表訴訟 訴え 提起 認 い 定さ

い 。 号 被告 あい い 損害 主張 規定 訴え 求

い う文言 厳格 い 衆議 い 文言

曖昧 あ 株主 表訴訟 当 制限 あ いう批 続出

削 さ いう経緯 あ 相澤一問一答 頁 頁 。 

    立法 措置 容 い  

     仮 会社 利益 株主 表訴訟 制限 措置 立法 設

場合 う 措置 考え 。 

    (1) 株主 表訴訟 訴え 提起権 少数株主権  

      濫訴 効果的 防 訴訟委員会 制 単純 株主 表訴訟

訴え 提起権 少数株主権 方 現実的 あ いう指摘 あ 中ほ

頁 中発言 。 株主 表訴訟 訴え 提起権 少数株主権

否 い 結論 留保 い 。。 

      株主 表訴訟 訴え 提起権 少数株主権 い

場会社 い 一般株主 提訴 現実的 可能性 大 減殺さ

う 懸念 指摘 あ 表訴訟研究会骨子 頁 。 会社法

少数株主権 株式数や議決権数 要件 定 い 会社法第

条等参照 国 場会社 う 時価総 億 超え い 会社

概 ～ 社程 在 参考資料 参照 本研究

会第 回会議 い 委員 現状 各 場会社 投資単位 い 確認

均 万 千 あ 中央 万 千 あ

いう発言 あ 。 

    (2) 訴訟委員会制  

      米国 独立性 担保さ 会社 機 株主 表訴訟 属 会

社 利益 断 場合 裁 所 当 株主 表訴訟 訴え
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組 いわゆ 訴訟委員会制 設

い 会社法制 改 検討項目

い あ 例え 法制審議会会社法 現 部会第

回会議議 録参照 最近 特 社外 締役 機能 観

入 必要性 示唆 見解 あ 在 方研究会指針 頁 神 ＝武

頁 武 発言 。 

       訴訟委員会制 う 法的枠組 入 い 様々

考え 訴訟委員会 公 誠実 実施 調査結果 裁 所

一定 範 尊 組 設 会社 充実 調査

効果 期待 いう考え方 あ 橋均 頁参照 。

訴訟委員会 構 員 社外 締役 あ 要求 場合 社外

締役 選任 効果 期待 いう考え方 あ 得 。  

       訴訟委員会制 入 対 訴訟委員会 構造

あ 断 公 性 い 疑念 あ 法制審議会会社法 現

部会第 回会議議 録 訴訟委員会制 入 役員

等 責任 免 制 趣 整合 い 議 録 訴訟委員会制 入

締役 責任 無 全 審理 訴訟 終了

い あ う 訴訟委員会 独立性等 う手続 加わ 訴訟

長引 原因 迅 終了さ 役立 い 江

頭要綱案解 頁注 監視義 比較的広 認 締役間 連

帯責任 法定 国 法制 責任追 原因 い 行 時

締役 者 い 訴訟委員会 構 者 十 独立性

い 解さ 可能性 い 弥永 頁 頁 訴訟委員会

調査 要 費用 多 場合 う 費用 会社 担

日本 会社 株主 合理的意思 合致 い 問 あ 弥永

頁 社外 締役 過半数 占 委員会 決議 株主 表訴訟

訴え さ い 形式的 入 国 社外

締役 要件や現実 選任 在 方 見 限 弊害 大 い 藤 頁脚注

い 否定的 指摘 あ 。 

      仮 訴訟委員会制 入 検討 構 員 資格 何 要

求 訴訟委員会 断 程 裁 所 断 影響 え

検討 必要 あ 。 

       構 員 資格 い いえ 例え 社外 締役 あ い

独立性や能力 実質的 要件 必要 会社外部 者

い 検討 必要 あ 。例え 単 社外 締役 あ

い 実質的 要件 視 い場合 う 要件

満 い い委員 構 さ い 訴訟委員会 断 裁 所 尊

懸念 大 前記 批 参照 一方 実質的 要件 視

場合 訴訟 い 訴訟委員会 各委員 う 要件 満
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い い 審査 必要 生 結果 訴訟 長期 う いう懸

念 前記 批 参照 や う 実質的 要件 満 人材 確保

いう懸念 前記 批 参照 あ 得 。 

       訴訟委員会 断 程 裁 所 断 影響 え

いう い 構 員 資格要件 踏 え 断 い 裁

所 尊 望 い いう観 検討 必要 あ

思わ 。米国 い 訴訟委員会 断 程 尊 い

必 各 い 統一さ い い う あ ウ

頁 頁 。 

    (3)  

      記 ほ 経営者 断 尊 さ い責任 類型 あ

う 責任類型 限 株主 表訴訟 訴え 提起 手続 厳格

検討さ い いう指摘 あ 加藤 頁 頁 。 
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